
　有形固定資産の減価償却方法は、会計方針に該当する

が、その変更については、会計上の見積りの変更と同様

の会計処理を行い、新たな会計方針を過去の財務諸表に

遡って適用していたかのように会計処理をする遡及適用

は行わないこととされている。よって定率法から定額法

に減価償却方法を変更した場合は、変更期 間から定額法

で減価償却費を計算する。その理由としては、減価償却

方法は、会計方針の１つであるため、会計方針の変更で

あるものの、その変更の場面においては、固定資産に関

する経済的便益の消費パター ンに関する見積りの変更に

伴うものとも考えられるため、会計上の見積りの変更と

区別することが困難な場合に該当するためである。

　有形固定資産の耐用年数の変更は、会計上の見積りの

変更に該当する。会計上の見積りの変更は、当該変更が

変更期間にのみ影響する場合には、当該変更期間に会計

処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合に

は、将来にわたり会計処理を行うこととされている。な

お、有形固定資産の耐用年数の変更は後者であり、その

影響を変更期間以降の財務諸表において認識することと

されている。また、遡及適用は行わない。
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